
どんなときに軽減措置を受けられるの？ 

スタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１『特例受給資格者証』の判別方法、新様式：右上に「特」と記載。旧様式：上部に橙色のライン 

  『高年齢受給資格者証』の判別方法、新様式：右上に「高」と記載。旧様式：上部に緑色のライン 

※ 平成 23 年 3 月 31 日以降に離職された場合も、２か年分の保険税が軽減対象になります。 

現時点で 65 歳未満ですか？ 今回の軽減措置に該当しません 

はい 

いいえ 

雇用保険受給資格者証又は雇用保

険受給資格通知を持っていますか？ 

※１ 特例受給資格者証・高年齢受給 

資格者証は対象となりません 

いいえ 

今回の制度は、雇用保険受給資格者証

又は雇用保険受給資格通知で確認する

ことになっています。お手元にない方に

ついては、朝霞公共職業安定所（電話

048-463-2233）に、ご連絡ください 

離職理由のコードは該当しますか？ 

（「離職年月日 理由」の欄のコード

が、11、12、21、22、23、31、32、

33、34 である） 

いいえ 

今回の軽減措置に該当しません 

離職年月日はいつですか？

 

はい 

はい 

平成 21 年 3 月 30 日以前 

平成 21 年 3 月 31 日～ 

平成 22 年 3 月 30 日 

平成 22 年度分の 

保険税が軽減対象です 

平成 22 年 3 月 31 日～ 

平成 23 年 3 月 30 日 

平成 22・23 年度分の 

保険税が軽減対象です 


